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教育研究評議会（第 134 回）議事要旨 

Ⅰ．日  時 2014 年（平成 26 年）7月 22 日（火）14 時 30 分～15 時 42 分 

Ⅱ．場  所 本部管理棟 中会議室 

Ⅲ．出 席 者 立石学長、宮崎理事、金口理事、村上理事、林副学長、相馬副学長、浦田副学長、

岩崎務大学院総合国際学研究院長、川口言語文化学部長兼外国語学部長、岩崎稔

国際社会学部長、三尾アジア・アフリカ言語文化研究所長、伊東留学生日本語教

育センター長、栗原附属図書館長、青山保健管理センター所長、栗田総合情報コ

ラボレーションセンター長、中山アジア・アフリカ言語文化研究所附属情報資源

利用研究センター長、黒澤大学院総合国際学研究院副研究院長、水野言語文化学

部副学部長、吉田国際社会学部副学部長、飯塚アジア・アフリカ言語文化研究所

副所長、藤森留学生日本語教育センター副センター長（合計 21 名） 

陪  席 青木監事、小林学長特別補佐、鈴木学長特別補佐、佐野学長特別補佐 

Ⅳ．配付資料 1. 教育研究評議会（第 133 回）議事要旨（案） 

2. 国際社会学部学生の懲戒について（※会議終了後回収） 

3. 国際交流基金「海外日本語教育インターン派遣プログラム」の実施にかかる

合意書（案） 

○ 教育研究評議会（第 133 回）議事要旨確認について 

立石学長から、教育研究評議会第 133 回議事要旨について、確認願いたい旨の発言があり、

これを確認した。 

Ⅴ．議  事 

＜審議事項＞ 

1. 国際社会学部学生の懲戒について 

岩崎国際社会学部長から、配付資料 2に基づき、昨年 10 月に本学学務情報システムへ不正

アクセスを行った国際社会学部学生に対し、平成 26 年 7 月 16 日開催の国際社会学部教授会の

決定及び本会議の評議員である浦田副学長による当該学生の意見陳述の結果を踏まえ、懲戒（無

期停学）を発議する旨説明があり、審議の上、これを承認した。 

2. 国際交流基金「海外日本語教育インターン派遣プログラム」の実施にかかる合意書の締結につ

いて 

岩崎大学院総合国際学研究科長から、配付資料 3に基づき、平成 26 年度国際交流基金の「海

外日本語教育インターン派遣プログラム」の実施にあたり、派遣計画の変更承認の依頼を提出

したうえで、合意書を締結することについて説明があり、審議の上、これを承認した。 

＜報告事項＞ 

1. 部局長に関する規程の改正について 

立石学長から、机上配付資料に基づき、「部局長に関する規程」の改正に係る検討状況に

ついて、次期部局長選考に向け、今後の議論のたたき台とし、各部局の意見を踏まえ検討し

ていきたい旨の発言があり、意見交換が行われた。 
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＜その他＞ 

○ 立石学長から、次回の教育研究評議会については、9月 30 日（火）に本部管理棟 2階中会議室

において開催する予定としている旨、連絡があった。 

以上 


